
 郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月７日 

郡山市長 品 川 萬 里  

郡山市条例第５号 

   郡山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 郡山市職員の退職手当に関する条例（昭和40年郡山市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（勤続期間の計算）  （勤続期間の計算） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地

方公務員等が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合にお

いて、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間につ

いては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった

在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した

地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方

独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第48

条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において

明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけ

るその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数を

生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の

職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地

方公務員等が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合にお

いて、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間につ

いては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった

在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した

地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方

独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第48

条第２項又は第51条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において

明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけ

るその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数を

生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の

職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。 

(1) （略） (1) （略） 



(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等

」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準にお

いて、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行

政法人の公務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条

第１項第５号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、

地方公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規

定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人等」

という。）に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない

者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が、任命権

者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応

じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務

員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特

定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての

勤務期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算するこ

とと定めているものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、

任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独

立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以

下この項において同じ。）に関する規定において、地方公務員又は他の

一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者

又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで

、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者と

なった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員として

の勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者と

しての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者（役員

及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一

般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。）となる

ため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地

方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等

」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準にお

いて、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行

政法人の公務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条

第１項第５号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、

地方公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182

号）第７条の２第１項に規定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「

一般地方独立行政法人等」という。）に使用される者（役員及び常時勤

務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職

員」という。）が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方

独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて

当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外

の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独

立行政法人等職員としての勤務期間を当該地方公共団体等の公務員とし

ての勤続期間に通算することと定めているものの公務員（以下「特定地

方公務員」という。）が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応

じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これ

に相当する給与を含む。以下この項において同じ。）に関する規定にお

いて、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若

しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、

退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は

地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は

地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている

ものに使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除

く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公

社職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独

立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び



退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引

き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての

引き続いた在職期間の終期までの期間 

特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務

員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の

職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間 

(3)～(7) （略） (3)～(7) （略） 

６～９ （略） ６～９ （略） 

 （失業者の退職手当）  （失業者の退職手当） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

２～10 （略） ２～10 （略） 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 (4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する就

業促進手当の額に相当する金額 

 (4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の３第３項に規定する就業促進

手当の額に相当する金額 

 (5)・(6) （略）  (5)・(6) （略） 

12・13 （略） 12・13 （略） 

14 第11項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第３項

又は第11項の規定の適用については、雇用保険法第56条の３第１項第１号

に該当する者に係る就業促進手当について同条第４項の規定により基本手

当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第１項又は第３項

の規定による退職手当の支給があったものとみなす。 

14 第11項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第３項

又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、

当該各号に定める日数分の第１項又は第３項の規定による退職手当の支給

があったものとみなす。 

  (1) 雇用保険法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手

当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日

数 



  (2) 雇用保険法第56条の３第１項第１号ロに該当する者に係る就業促進手

当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第５項の規定に

より基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数 

15～17 （略） 15～17 （略） 

   附 則    附 則 

３ 昭和60年３月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続

いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産

業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電

話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社

（日本電信電話株式会社等に関する法律第１条の２第１項に規定する日本

電信電話株式会社をいう。以下この項において同じ。）の職員となり、か

つ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった

場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につい

ては、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（昭和59年法律第71号）第４条及び日本電信電話株式会社法

及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和59

年法律第87号）第５条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法（昭

和28年法律第182号）第２条第２項に規定する職員としての引き続いた在

職期間及び昭和60年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信

電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間

とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株

式会社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の

支給を受けているときは、この限りでない。 

３ 昭和60年３月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続

いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産

業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電

話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社

職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した

後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期

間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（昭和59年法律第71号）第４条及び日本電信

電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（昭和59年法律第87号）第５条の規定による改正前の国家公務員等

退職手当法（昭和28年法律第182号）第２条第２項に規定する職員として

の引き続いた在職期間及び昭和60年４月１日以後の日本たばこ産業株式会

社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き

続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は

日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当（これに相当する給

付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

７ 平成16年３月31日に国立大学法人法（平成15年法律第112号）附則別表

の上欄に掲げる機関の職員として在職する者が、同法附則第４条の規定に

より引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に規定する国立大学法

人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。）

の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引

７ 平成16年３月31日に国立大学法人法（平成15年法律第112号）附則別表

第１の上欄に掲げる機関の職員として在職する者が、同法附則第４条の規

定により引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に規定する国立大

学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ

。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した



き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き

続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、そ

の者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給

付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎と

なる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての

引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし

、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当す

る給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

９ 令和９年３月31日以前に退職した職員に対する第16条第10項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働

省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市

長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職

業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認め

たもの 

９ 令和７年３月31日以前に退職した職員に対する第16条第10項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働

省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市

長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職

業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認め

たもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内

に居住し、かつ、市長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準に照ら

して再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。）」

とする。 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内

に居住し、かつ、市長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準に照ら

して再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。）」

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。ただし、第11条第５項第２号の改正規定並びに附則第３項及び第７

項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例による改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例第16条第11項（第４号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。）の規

定は、退職職員（退職した郡山市職員の退職手当に関する条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をい

う。以下この項において同じ。）であって施行日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就

業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

 


